
 今後の審議事項について  
 

以下の２つの事項について、平成 24 年秋までに審議・検討し、制度及び運用の見直し

の議論に資することとしてはどうか。 

 

Ⅰ．これまでの政治資金適正化委員会における取組等について、関係者アンケート等を

実施しながら、幅広くレビューを行うこと。 

 

Ⅱ．上記Ⅰ．の検証を進めつつ、平成 23 年３月に取りまとめられた「政治資金適正化委

員会における取組及び検討状況についての取りまとめ」において「政治資金の収支の

報告及び公開に関し検討すべき重要事項」とされた項目について、下記のとおり分類

し、さらに検討を進めること（「取りまとめの深掘り」）。 

   

※ なお、検討結果の取扱いについては、様々なケースを念頭に置きながら、建議を行う

こと及びその時期の是非も含めて、状況に応じて判断することとする。 

 

 

【Ⅱ．に係る検討項目】 

 

 各論その１ その２ その３ その４ その５

・金銭を伴わない収入又は支出の記載方法 

・前払式証票による支出の記載方法 

・後払式証票及びクレジットカードによる 

支出の記載方法 

・収支報告書に記載すべき支出の区分 

● ●    

・領収書等の必要記載事項  ● ●   

・会計帳簿への住所の記載 

・政治資金監査を受けた収支報告書の訂正 
  ● ●  

・業務制限の範囲 

・年の途中において国会議員関係政治団体で

なかった期間がある政治団体の 

政治資金監査 

・その他の事項 

   ● ● 
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